
新旧対照表 

旧 新 備考 

横浜市土木工事共通仕様書 

過去改定履歴    省略 

平成３０年 ７月 全面改定 

令和 ３年 ９月 一部改定 

令和 ５年 ７月 全面改定 

令和 ６年１０月 一部改定 

令和 ７年 ５月 一部改定 

 

 

第１編 共通編 第１章 総則 

第１節 総則 

 

1-1-2 用語の定義 

 

42 工期 

工期とは、工事請負契約書に記載された工事を実施するため

に要する準備及び後片付け期間を含めた工事着手日から完成期

限までの期間をいう。 

 

43 工事着手日 

工事着手日とは、請負人から提出された工事着手届に記載さ

れた着手年月日をいう。 

 

横浜市土木工事共通仕様書 

過去改定履歴    省略 

平成３０年 ７月 全面改定 

令和 ３年 ９月 一部改定 

令和 ５年 ７月 全面改定 

令和 ６年１０月 一部改定 

令和 ７年 ５月 一部改定 

令和 ８年 ３月 一部改定 

 

第１編 共通編 第１章 総則 

第１節 総則 

 

1-1-2 用語の定義 

 

42 工期 

工期とは、工事請負契約書に記載された工事を実施するため

に要する準備及び後片付け期間を含めた契約日から完成期限ま

での期間をいう。 

 

43 工事着手日 

工事着手日とは、請負人から提出された現場代理人等選定通

知書に記載された年月日をいう。 

 

 

 

新旧対照表のみ 

改訂履歴一部省略 

 

 

 

 

改正年月を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事着手日⇒契約日 

に改定 

 

 

書類の統一化に伴い、

様式の削除に伴う改定 

 



旧 新 備考 

44 工事着手 

工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工

事（現場事務所等の設置または測量をいう。）、詳細設計付工事

における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作

工のいずれかに着手することをいう。 

 

 

<新規追加> 

 

 

 

 

 

＜新規追加＞ 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-4 施工計画書 

 

１ 一般事項 

請負人は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な

手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければ

44 工事着手 

工事着手とは、契約日以降の実際の工事のための準備工事

（現場事務所等の設置または測量をいう。）、詳細設計付工事に

おける詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工

のいずれかに着手することをいう。 

 

 

1-1-4 ワンデーレスポンス 

監督員及び請負人は「ワンデーレスポンス」に努める。 

ワンデーレスポンスとは、請負人からの質問・協議等に対し

て、１日あるいは適切な期限までに回答することをいう。 

 

 

1-1-5 ウィークリースタンス 

監督員及び請負人は、「ウィークリースタンス」の実施に努め

る。 

ウィークリースタンスとは、労働環境を改善し、円滑な実施

と品質向上に努めることを目的に、監督員と請負人の間で確

認・共有した取組の総称をいう。 

 

 

1-1-6 施工計画書 

 

１ 一般事項 

請負人は、工事着手前または施工方法が確定した時期に工事

目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計

 

工事開始日⇒契約日 

に改定 

 

 

 

 

国の記載に統一して、

追記 

 

 

 

 

国の記載に統一して、

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の記載に統一して、

追記 



旧 新 備考 

ならない。 

 

３ 変更施工計画書 

請負人は、施工計画書の内容に変更が生じた場合(軽微な変

更は除く)は、その都度、当該工事に着手する前に変更に関す

る事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければな

らない。 

 

 

1-1-5 ＣＯＲＩＮＳへの登録 

 

１ 書面による確認の場合 

請負人は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500

万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮ

Ｓ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報とし

て「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメー

ル送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜

日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、登録内容の変更時は

変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内

に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10

日以内に、訂正時は適宜に登録機関に登録をしなければならな

い。 

登録対象は、工事請負代金額 500万円以上の全ての工事と

し、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとす

る。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負人に届いた

画書を監督員に提出しなければならない。 

 

３ 変更施工計画書 

請負人は、施工計画書の内容に変更が生じた場合(工期や数

量等の軽微な変更は除く)には、その都度、当該工事に着手す

る前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に

提出しなければならない。 

 

 

1-1-7 コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

 

＜削除＞ 

請負人は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500

万円以上の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）

に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として

「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール

送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜

日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、登録内容の変更時は

変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内

に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10

日以内に、訂正時は適宜に登録機関に登録をしなければならな

い。 

登録対象は、工事請負代金額 500万円以上（単価契約の場合

は契約総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時に

それぞれ登録するものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録

 

 

 

国の記載に統一して、

追記 

 

 

 

 

国の記載に統一 

 

ＣＯＲＩＮＳへの登録

のうち、書面による確

認を削除して国の記載

に統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧 新 備考 

際には、速やかに監督員に提示しなければならない。なお、変

更時と工事完成時の間が 10日間（土曜日、日曜日、祝日等を

除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合にお

いても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに

発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければな

らない。 

 

２ メールによる確認の場合 

請負人は、メールによる登録内容の確認について監督員から

承諾を得た場合は、登録内容について監督員の確認を受けたう

え、登録するものとする。なお、「登録のための確認のお願

い」の作成及び「登録内容確認書」の監督員への提示は省略す

るものとする。 

また、登録対象及び時期については １ 書面による確認の

場合に準ずる。 

 

 

1－1－9 施工体制台帳 

 

１ 一般事項 

請負人は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、

「施工体制台帳・施工体系図について」（横浜市）に従って記

載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、そ

の写しを監督員に提出しなければならない。 

 

時に監督員にメール送信される。なお、変更時と工事完成時の

間が 10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場

合は、変更時の登録申請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合にお

いても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに

発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければな

らない。 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－1－11 施工体制台帳 

 

１ 一般事項 

請負人は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、

「施工体制台帳・施工体系図について」（横浜市）に従って記

載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、そ

の写しを監督員に提出しなければならない。 

なお、施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の記載に統一 



旧 新 備考 

 

２ 施工体系図 

請負人は、「施工体制台帳・施工体系図について」（横浜市）

に従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図

を作成し、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」に従って工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい

場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければなら

ない。 

なお、施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・

提出するものとする。 

 

３ 名札等の着用 

請負人は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請

負者を含む）及び第 1項の受注者の専門技術者（専任している

場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、

所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならな

い。名札は次の図を標準とする。（監理技術者補佐は、建設業

法第 26 条第 3項ただし書きに規定する者をいう。） 

 
図 名札の標準図 

提出するものとする。 

２ 施工体系図 

請負人は、「施工体制台帳・施工体系図について」（横浜市）

に従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図

を作成し、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」に従って工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい

場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければなら

ない。 

＜“１ 一般事項”へ転記＞ 

 

 

３ 名札等の着用 

請負人は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請

負者を含む）及び第 1項の受注者の専門技術者（専任している

場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、

所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならな

い。名札は次の図を標準とする。（監理技術者補佐は、建設業

法第 26条第 3項ただし書きに規定する者をいう。） 

 
図 名札の標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧 新 備考 

[注 1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

[注 2] 所属会社の社印とする。 

＜新規追加＞ 

 

 

 

1－1－18 建設副産物（建設発生土及び廃棄物）の処理 

 

８ コブリス・プラス 

請負人は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コン

クリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬

入、搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情

報をコブリス・プラスに入力するものとする。ただし、建設リサ

イクル法第 11 条通知、公共工事の土量調査工事間利用調整、及

び官民の工事間利用調整は入力しないものとする。 

なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資

源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい

場合には、監督員と協議すること。 

 

５ 再生資源利用計画 

請負人は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資

材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合に

は、法令に基づき、工事着手前に再生資源利用計画を作成し、施

工計画書に含め監督員に提出すること。また、計画を工事現場の

見やすい場所に掲げる等により公衆の閲覧に供すること。 

 

[注 1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

[注 2] 所属会社の社印とする。 

[注 3] 別の定めにより同等の名札等の着用を義務付けている

場合は、標準図によらない。 

 

 

1－1－20 建設副産物（建設発生土及び廃棄物）の処理 

 

５ コブリス・プラス 

請負人は、建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄か

ら成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、土砂、

砕石等）を工事現場に搬入する、もしくは建設副産物（コンク

リート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊、建

設汚泥、金属くず、建設混合廃棄物、建設発生土等）を工事現

場から搬出する、請負金額 100万円以上（税込）の工事につい

て、施工計画作成時及び工事完了時に、必要な情報をコブリ

ス・プラスに入力するものとする。 

 

 

６ 再生資源利用計画 

請負人は、建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から

成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、土砂、砕石

等）を工事現場に搬入する請負金額 100 万円以上（税込）の工事

について、コブリス・プラスを利用して再生資源利用計画を作成

し、登録済確認書とともに工事着手前に施工計画書に含め提出す

ること。また、計画を工事現場の見やすい場所に掲げる等により

 

 

新規追記 

 

 

 

 

 

項番の変更 

改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定 

 

 

 

 

 



旧 新 備考 

 

 

６ 再生資源利用促進計画 

請負人は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コ

ンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物

等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、工事着手

前に再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書を含め監督員

に提出すること。また、計画を工事現場の見やすい場所に掲げ

る等により公衆の閲覧に供すること。 

 

 

＜新規追加＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 実績書の提出 

請負人は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作

成した工事が完成した際には、再生資源利用実施書及び再生資

公衆の閲覧に供すること。 

 

７ 再生資源利用促進計画 

請負人は、建設副産物（コンクリート塊、建設発生木材、ア

スファルト・コンクリート塊、建設汚泥、金属くず、建設混合廃

棄物、建設発生土等）を工事現場から搬出する請負金額 100 万

円以上（税込）の工事について、コブリス・プラスを利用して再

生資源利用促進計画を作成し、登録済確認書とともに工事着手

前に施工計画書に含め提出すること。また、計画を工事現場の

見やすい場所に掲げる等により公衆の閲覧に供すること。 

 

８ 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等 

請負人は、地山 500ｍ3 以上の建設発生土を工事現場から搬

出する工事について、工事現場内の土地の掘削その他の形質の

変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況

を確認しなければならない。また、建設発生土を工事現場から

搬出する請負金額 100 万円以上（税込）の工事について、土砂

の搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることを

確認しなければならない。 

さらに、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するととも

に、工事現場の見やすい場所に掲げる等により公衆の閲覧に供

すること。 

 

９ 実績書の提出 

請負人は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作

成した工事が完成した際には、コブリス・プラスを利用して再

 

 

 

改定 

 

 

 

 

 

 

 

新規追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定 
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源利用促進実施書を作成し、工事完成図書に含めて監督員に提

出すること。 

 

９ 処理計画書 

請負人は、施工計画書の提出については、建設副産物の処理計

画書を併せて監督員に提出しなければならない。なお、使用する

工事用資材又は現場から排出する建設副産物の量が、前第５項

又は第６項に該当する場合は、同項による処置も併せてしなけ

ればならない。 

 

14 指定処分 

（３）建設発生土搬入整理券により建設発生土を処分した場合

は、その半券（搬入証明）を常に整理保管し、工事完成時に監

督員に提出すること。また、その他の手続により建設副産物を

処分した場合は、搬入量を証明する伝票等を常に整理保管し、

工事完成時に監督員に提出すること。 

 

 

 

1－1－24 施工管理 

 

８ 記録及び関係書類 

請負人は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事

施工管理基準（出来形管理基準及び品質管理基準）により施工

管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真に

よる写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管

生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、登録

済確認書とともに工事完成図書に含めて提出すること。 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

15 指定処分 

（３）建設発生土搬入整理券により建設発生土を処分した場合

は、その半券（搬入証明）を監督員又は検査員から求められた

際には、提示できるよう常に整理保管すること。また、その他

の手続により建設副産物を処分した場合は、搬入量を証明する

伝票等を監督員又は検査員から求められた際には、提示できる

よう常に整理保管すること。 

 

 

1－1－26 施工管理 

 

８ 記録及び関係書類 

請負人は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事

施工管理基準（出来形管理基準及び品質管理基準）により施工

管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真に

よる写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

書類の簡素化に伴い、

提出から提示に改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旧 新 備考 

し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、

それ以外で監督員からの請求があった場合は提出しなければな

らない。なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定

められていない工種又は項目については、監督員と協議のう

え、施工管理、写真管理を行わなければならない。 

 

９ 工事情報共有化 

請負人は、監督員及び請負人の間の情報を電子的に交換・共有

することにより、業務の効率化を図らなければならない。また、

情報を交換・共有するにあたっては、工事情報共有システム

（ASP）を活用することとし、最新版の「土木工事の情報共有シ

ステム活用ガイドライン」に基づくこととする。 なお、工事で

使用する情報共有システムは、最新版の「工事施工中における請

負人と発注者間の情報共有システム機能要件」を満たすものと

し、システムのサービス提供者との契約は請負人が行うものと

する。 

 

 

1－1－25 履行報告 

請負人は、契約約款第 12条の規定に基づき、履行状況を所

定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。 

 

 

1－1－46 監督員による確認及び立会等 

 

１ 立会願の提出 

し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、

それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければな

らない。なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定

められていない工種又は項目については、監督員と協議のう

え、施工管理、写真管理を行わなければならない。 

 

９ 工事情報共有化 

請負人は、監督員及び請負人の間の情報を電子的に交換・共有

することにより、業務の効率化を図らなければならない。また、

情報を交換・共有するにあたっては、工事情報共有システム

（ASP）を活用することとし、最新版の「土木工事・業務の情報

共有システム活用ガイドライン」に基づくこととする。 なお、

工事で使用する情報共有システムは、最新版の「工事施工中にお

ける受発注者間の情報共有システム機能要件」を満たすものと

し、システムのサービス提供者との契約は請負人が行うものと

する。 

 

 

1－1－27 履行報告 

請負人は、契約約款第 12条の規定に基づき、工事履行報告

書を監督員に提出しなければならない。 

 

 

1－1－48 監督員による確認及び立会等 

 

１ 立会の依頼 

 

国の記載に統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の記載に統一して、

追記 

 

国の記載に統一して、

追記 

 

 

 

 

国の記載に統一して、

改定 

 

 

 

 

改定 



旧 新 備考 

請負人は、設計図書に従って監督員の立会が必要な場合は、

あらかじめ監督員に連絡しなければならない。 
請負人は、設計図書に従って監督員の立会が必要な場合は、

あらかじめ監督員に連絡しなければならない。 

 

 


